
○九州工業大学東京衛星開発拠点利用取扱要項 

 

別表 東京衛星開発拠点利用料金表（第６条関係） 

項目 金額 占有使用に係る金額 

長期利用*1 ５０万円/月 １５０万円/月*5 

１日単位利用*2 ５万円/日 １５万円/日 

夜間利用*3 ５万円/日 １５万円/日 

機器オペレータサポート料*4 ３万円/日  

衛星等保管料 １万円/日  

＊１ 夜間土日も含めて使用可能 

＊２ 利用時間は平日の 10:00-17:00となります。 

＊３ 利用時間は平日の 17:00-21:00となります。 

＊４ ＲＰＰＬ内の利用に際し、九工大側スタッフが機器の操作を行う場合に請求されます。 

＊５ 占有利用は、１回あたり最長で２か月とし、１年度内の占有利用期間は合計で４か月を超えな

いものとする。 

 

  



 

別記様式第１号（第２条関係） 

九州工業大学東京衛星開発拠点利用依頼書 

  年  月  日 

 

国立大学法人九州工業大学革新的宇宙利用実証ラボラトリー施設長 殿 

 

住所：〒 

会社・団体名：                    

担当者（所属・氏名）： 

電話番号： 

E-mail： 

請求書送付先： 

郵送又は E-mail送付のどちらかをお選びください。（□郵送 or □E-mail送付） 

郵送の場合は、郵送先住所、E-mail送付の場合は E-mail（担当者がいればお名前も）をご記入くだ

さい。 

住所又はは E-mail： 

 

九州工業大学東京衛星開発拠点利用取扱要項の内容を熟知の上、次のとおり利用を依頼します。 

利用名  

依頼事項 
（依頼する利用内容

に関する情報を出

来る限り簡潔に記

載してください。ま

た、添付資料等があ

れば、添付してくだ

さい。） 

 

相談希望日  利用希望日  

別途料金表によ

る利用の料金 

 

円 

利用担当者 

コメント 

 

 

 

※ 利用依頼者は太線枠内を記入してください。 

 

受 付 番 号：       号 

 

受 付 日：         

 

受付担当者：         

 

  

施設長 

確認印 

 

請求処理確認 

 

 

担当印： 

請求発行年月日 

RPPL担当 

確認印 

 



別記様式第２号（第３条関係） 

 

 

九州工業大学東京衛星開発拠点利用申請書 

  年  月  日 

 

国立大学法人九州工業大学革新的宇宙利用実証ラボラトリー施設長 殿 

 

住所：〒 

氏名又は名称：                  

（連絡先） 

担当者（所属・氏名）： 

電話番号： 

FAX番号： 

電子メール： 

請求書送付先： 

 

次の確認条項に同意し、東京衛星開発拠点（以下「ＲＰＰＬ」）内機器等の使用について申請します。 

 

１．ＲＰＰＬ内機器等の使用については、申込時に使用者が九州工業大学の担当者と十分な相談を

して、九州工業大学東京衛星開発拠点利用依頼書（別紙様式第１号）を提出する。 

 

２．利用料金は利用前又は利用後に納入するものとする。 

 

３．機器等の故障などで利用を行えない場合には、利用を延期することがあるが、それに関わる損

害を利用者は請求できない。 

 

４．施設長及び担当者は、利用者が機器を取り扱うのに十分な資質を有していないと判断したとき

には、いかなる時点においても作業を制止できる。また、毒物や法律等に触れるもの、さらに機

器を破損する恐れのあるものなど施設長及び担当者が受入れできないと判断したものについては

利用を拒否する。 

 

５．利用については、利用者は単独で行うのではなく、九州工業大学の担当者が同席して担当者の

指導・立会いの下で利用者が作業する。利用者の責任で設備を棄損又は滅失したときは利用者が

これを原形に復し、また損害を賠償する。 

 

６．利用者は、機器の利用にあたって、関係法律を守り、安全衛生対策及び事故防止に十分注意を

払うものとする。また、利用者は、指定された場所以外に許可なく出入りすることはできない。 

 

７．前記６の項目に反して、利用者の過失により本人が怪我又は病気をした場合は、九州工業大学

は一切責任を負わないものとする。 

 

８．利用者は、承認された時間内に清掃を含めて全ての作業を終了する。 

 

９．利用で得られたデータは、九州工業大学が保証するものではない。そのため、データの外部へ

の公表は、原則として、九州工業大学名を使う事はできない。九州工業大学を特定できる表現も

使えない。ただし、施設長が大学名の使用を許可した場合はこの限りではない。 

 

１０．前記９の項目に反して、外部に公表したことで九州工業大学が受けた被害及び損害について

は、使用者及びその委託者が賠償するものとする。 


